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地域・職域連携推進専門部会における審議及び事業の実施状況 

 

１ 湘南西部地区保健医療福祉推進会議地域・職域連携推進専門部会の審議状況等 

(1) 平成29年度実施状況 

実施回 日時 議  題 審議状況 

第１回 

(書面) 

平成29年６月20日 

(火)  

（7/20回答締切） 

１ 平成28年度地域・職域連携推進事業報告 

２ 平成29年度地域・職域連携推進事業実施計画 

＜結 果＞ 

事務局案が承認され

た。（専門部会委員 12

名中12名承認） 

第２回 平成30年１月30日 

(火) 13:30～15:30 

 

平塚保健福祉事務

所 ３階大会議室 

１ 平成29年度地域・職域連携推進事業の実施状況 

２ 「若い世代から働き盛りの健康力アップ事業」普及啓

発媒体について 

３ 平成30年度地域・職域連携推進事業の実施計画案 

４ 地域･職域連携推進事業の今後の取組みについて 

・小･中規模事業所支援  ・関係機関との連携強化  

・健康課題の明確化  ・専門部会構成員の見直し 等 

＜結 果＞ 

事務局案が承認され

た。（専門部会委員 12

名中12名承認） 

 

 ※ H29年度はワーキンググループは実施していません。 

 

(2) 平成30年度実施予定 

実施回 実施予定時期 議  題 

第１回 平成31年２～３月 

 

１ 平成30年度地域・職域連携推進事業実施状況 

２ 平成31年度地域・職域連携推進事業実施計画 

３ ワーキンググループの取組み状況について 

４ 課題への対応について 

・中小企業への支援について 

・関係機関の連携強化に向けた取組みについて 

・地域における働く人の健康課題の明確化について 

・取組状況についての評価及び評価指標の検討について 等 

 ※ ワーキンググループは２回開催を予定 

 

２ 地域・職域連携推進事業実施状況等 

(1) 平成29年度 地域・職域連携推進事業実施状況（主な事業） 

区 分 内  容 

研修 ・働く人のメンタルヘルス研修会（平成30年１月18日 参加者20名） 

・地域･職域連携推進事業における健康管理担当者研修会（平成30年２月16日実施予定） 

健康教育 ・働く人への健康教育（講師派遣） 

・関係機関との連携による企業訪問等 

連携先：神奈川労務安全衛生協会平塚支部、かながわ労働センター 

その他 ・「若い世代から働き盛りの健康力アップ事業」普及啓発媒体作成 

・平塚地区労働安全衛生大会におけるブース出展 

 

 (2) 平成30年度 地域・職域連携推進事業実施計画（主な事業） 

区 分 内  容 

研修 ・働く人のメンタルヘルス研修会 

・事業所の健康管理担当者研修会 

健康教育 ・働く人への健康教育（講師派遣） 

・関係機関との連携による企業訪問等 

連携先：神奈川労務安全衛生協会平塚支部、かながわ労働センター 

その他 ・平塚地区労働安全衛生大会におけるブース出展 等 
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【参考】 

 

○ 「湘南西部地区保健医療福祉推進会議地域･職域連携推進専門部会」について 

１ 設置目的 

都道府県健康増進計画（かながわ健康プラン２１（第２次）に基づき、生活習慣病対策の着実

な推進を図るため、地域保健と職域保健が、健康づくりのための健康情報の共有のみならず、保

健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、保健事業を共有・展開することにより、生

涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備することを目的として平成 20年度に設置。

（地域保健法第４条に基づく基本方針及び健康増進法第９条に基づく健康増進事業実施者に対す

る健康審査の実施等に関する基本方針において位置づけられた協議会にあたる。） 

 

２ 設置根拠・位置づけ 

ア 設置根拠 湘南西部地区保健医療福祉推進会議地域・職域連携推進専門部会設置要領 

イ 位置づけ 

「湘南西部地区保健医療福祉推進会議」に、地域・職域連携推進について検討協議を行うため

の部会として設置。また、当部会の下にワーキンググループを設置し、地域保健と職域保健の連

携による保健事業等の共同実施に係る計画の立案等について、必要に応じて開催。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設置背景 

青壮年層を対象に行われている保健事業の問題点(※)を解決し、継続的かつ包括的な保健事業

を展開していくため、地域保健と職域保健が連携し、健康情報をはじめ健康づくりのための保健

事業を共有していくことが重要であるため。 

（※ 高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法等の根拠法令によって目

的や対象者、実施主体、事業内容がそれぞれ異なっており、制度間のつながりがないことか

ら、地域全体の健康状況が把握できない、退職後の保健指導が継続できない等の問題が指摘

されている。） 

 

４ 専門部会構成員 

10機関 12名 

【地域保健】平塚市医師会、秦野伊勢原医師会、平塚市、秦野市、 

平塚保健福祉事務所、平塚保健福祉事務所秦野センター 

【職域保健】平塚労働基準監督署、平塚地域産業保健センター、 

神奈川労務安全衛生協会平塚支部、かながわ労働センター湘南支所 

※ 平成30年度から構成員の見直しを行う。 

市町村健康づくり部門、商工会議所･商工会等を追加 

湘南西部地区保健医療福祉推進会議 

地域・職域連携推進専門部会 

地域・職域連携推進ワーキンググループ 


